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＜⽔源環境保全・再⽣施策の導⼊＞
2001（平成13）年の宮ヶ瀬ダムの完成により、県内の⽔需要を概ね賄うために

必要な⽔がめが整備されました。
しかしながら、森林の荒廃による⽔源かん養機能の低下やダム上流域における

⽣活排⽔対策の遅れなどによるアオコの異常発⽣など様々な課題があり、早急に
⽔質保全対策を進める必要がありました。
そこで、本県では、県⺠の良質な⽔の安定的確保のため、2007（平成19）年度

から20年間を計画期間とした⽔源環境保全・再⽣の取組を進めることとしました。
なお、施策の推進に当たっては、県⺠の意志を反映して施策展開を図るととも

に、県⺠全体で施策を⽀えるため、⽔源環境保全・再⽣かながわ県⺠会議を設置
し、「県⺠参加」の下で進めていくこととしました。また、⽔源環境保全・再⽣
の取組は、様々な外的要因に左右される⾃然環境を対象としているため、事業と
並⾏してモニタリング調査を実施し、施策の効果を確認しながら最新の科学的知
⾒と併せて定期的に⾒直しを⾏う「順応的管理」の考え⽅に基づき、施策を推進
しています。

⽔源環境保全・再⽣施策の導⼊
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＜これまでの取組による成果＞
森林関係事業では、荒廃が進んでいた私有林で重点的に整備を⾏うとともに、

丹沢⼤⼭地域やその周辺地域でのシカ管理等に取り組んだ結果、⼈⼯林の⼿⼊れ
不⾜は解消しつつあり、多くの事業実施箇所で下層植⽣の維持・増加による⼟壌
保全機能の向上が達成され、森林の荒廃に⻭⽌めをかけることができました。
⽔関係事業では、河川・⽔路の⾃然浄化対策や⽣活排⽔処理施設の整備促進等

に取り組んだ結果、河川の⽣態系の健全化が確認され、⽔質も改善傾向が⽰され
ています。また、⽔源保全地域の⽣活排⽔処理率も施策開始前の86.6％から96.0％
と⼤きく改善しています。

これまでの取組による成果

＜県⺠会議の評価＞
県⺠会議からも施策の評価として、「森林の荒廃など⼿⼊れ不⾜の森林は減少

し、アオコの異常発⽣は抑制され、施策開始以降取⽔制限も⾏われていないなど、
⼤綱策定時の危機的状況とされた⾃然環境は⼤きく改善されている」との評価を
受けています。
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■ 回復した⽔源環境の維持及び公益的機能の持続的な発揮
＜森林関係事業＞
・シカの管理捕獲、⼟壌流出防⽌対策 ⇒ 森林の基盤整備
・間伐等の森林整備 ⇒ 公益的機能を発揮できる森林づくり

＜⽔関係事業＞
・⽣活排⽔処理率の向上
・地下⽔モニタリングの充実（PFAS対応）

＜環境や社会の変化に対応する事業＞
・施策開始当初に想定していなかった環境の変化や、⽣物多様性の保全や脱炭
素社会の実現など、持続可能な社会の形成につながる事業の実施

今後の課題

＜参考︓県⺠会議からの意⾒（県に期待する今後の取組）＞
（１）⽔源環境保全・再⽣施策の効果を維持するために必要な取組

・森林整備と連携したシカ管理の継続、森林の⼟壌保全対策、
河川・地下⽔等の⽔質管理 など

（２）環境と社会の変化への対応
・⼟壌保全を基本とする森林管理、林道から近い森林の資源循環 など

かながわ⽔源環境保全・再⽣基本計画 (素案)
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＜⽬的＞
「将来にわたり県⺠が必要とする良質な⽔の安定的確保」を⽬的として、回復

した⽔源環境の維持及び機能を発揮させるため、引き続き、⽔源環境保全・再⽣
に資する取組を推進します。

＜理念＞
⽔源環境は県⺠共有の財産であり、県⺠全体で守っていかなければならないと

いう理念のもと、⽔源環境の公益的機能を維持・発揮する取組を推進します。

第１章 ⽔源環境保全・再⽣の基本的考え⽅

＜施策推進にあたっての基本的な考え⽅＞
・森林や河川を社会的資本ととらえ、多⾯的機能を確実に発揮させることを⽬的
として、⻑期的な展望を持って施策を展開します。
・森林や河川が有する公益的機能を発揮できるようにすることで、頻発化する気
象災害への対応や⽣物多様性の保全など、新たな課題にも寄与することが出来る
施策を推進します。
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＜対象地域＞
・⽔源環境保全・再⽣施策は、主として、県外上流域を含めたダム上流域を中⼼
に、河川⽔及び地下⽔の取⽔地点の集⽔域全体（⽔源保全地域）で展開します。
・⽔源環境保全・再⽣を⽀える活動である普及啓発事業などついては、県⺠全体
で⽔を守る観点から、県全域で展開します。

第１章 ⽔源環境保全・再⽣の基本的考え⽅
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＜計画期間＞
・⽔源環境を保全・再⽣するためには、⻑期にわたる継続的な取組が必要である
ことから、全体計画期間を2027（令和９）年度からの20年間とし、基本計画にお
いて取組の基本⽅針を⽰します。
・モニタリング調査による施策実施効果の検証を踏まえて定期的に事業内容等の
⾒直しを図るため、５年ごとに実⾏計画を策定し、⾒直しを⾏いながら効果的な
施策展開を図ります。

＜施策体系＞
・⽔源環境の公益的機能を維持・発揮する取組は、単⼀の対策では効果を上げる
ことはできません。そのため、総合的・体系的な対策に県や市町村、ＮＰＯ等で
連携して取り組むとともに、新たなデジタル技術を積極的に取り⼊れ、「森林Ｄ
Ｘ」を推進しながら、効果的・効率的な施策推進を図ります。

第１章 ⽔源環境保全・再⽣の基本的考え⽅
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第１章 ⽔源環境保全・再⽣の基本的考え⽅
＜施策体系＞
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第２章 森林関係事業 － １ 施策⼤綱による成果と課題 －

■⼿⼊れが⾏われている森林（⼈⼯林）の増加
私有林の重点的な整備などにより、混交林や健全な⼈⼯林など適正に管

理された森林が増加
＜適正に管理された森林（⼈⼯林） 約４割（H15）⇒約８割（Ｒ２）>

■⼿⼊れが⾏われている森林（⼈⼯林）の増加
私有林の重点的な整備などにより、混交林や健全な⼈⼯林など適正に管

理された森林が増加
＜適正に管理された森林（⼈⼯林） 約４割（H15）⇒約８割（Ｒ２）>

■シカ管理捕獲による⾼密度⽣息地の減少
第２期実⾏計画から、県によるシカ管理捕獲を⽔源施策に位置付けて

実施したことなどにより、丹沢でみられたシカの⾼密度⽣息地は、第３
期実⾏計画期間内に⼤幅に減少

■シカ管理捕獲による⾼密度⽣息地の減少
第２期実⾏計画から、県によるシカ管理捕獲を⽔源施策に位置付けて

実施したことなどにより、丹沢でみられたシカの⾼密度⽣息地は、第３
期実⾏計画期間内に⼤幅に減少

■森林整備やシカ捕獲による植⽣の回復
間伐により⽴⽊密度を低下させた結果、林内の光環境が改善され、下

層植⽣は維持・増加
また、丹沢の⾼標⾼域では、継続的にシカの管理捕獲を実施した結果、

極端なシカの⾼密度化は解消し、モニタリング地点の下層植⽣の植被率
は⼟壌保全に⼗分な⽔準(20%以上)を達成

■森林整備やシカ捕獲による植⽣の回復
間伐により⽴⽊密度を低下させた結果、林内の光環境が改善され、下

層植⽣は維持・増加
また、丹沢の⾼標⾼域では、継続的にシカの管理捕獲を実施した結果、

極端なシカの⾼密度化は解消し、モニタリング地点の下層植⽣の植被率
は⼟壌保全に⼗分な⽔準(20%以上)を達成

＜成果＞
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・契約期間が残る公的管理森林への対応
・シカ管理の継続
・地域⽔源林整備の継続、充実
・多様な林齢構成となる⼈⼯林整備
・返還森林等の管理
・災害の頻発化・激甚化への対応
・新たな社会的ニーズへの対応
・森林の新たな価値の創造

第２章 森林関係事業 － １ 施策⼤綱による成果と課題 －

＜課題＞
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第２章 森林関係事業 －２ 将来像 －

■ 機能回復した森林の維持と公益的機能の持続的な発揮
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第２章 森林関係事業 －２ 将来像 －

■ 機能回復した森林の維持と公益的機能の持続的な発揮

15

第２章 森林関係事業 － 3 施策展開の⽅向性 －

（１）公益的機能の持続的な発揮に向けた森林づくり

（２）⽔源環境を取り巻く環境や社会の変化に応じた⽔源保全地域全体の森林の整備・管理

（３）多様な主体による⽔源環境の維持・管理
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第２章 森林関係事業 － 3 施策展開の⽅向性 －

17

第２章 森林関係事業 － 3 施策展開の⽅向性 －
（４）地域特性に応じた森林の整備
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（１）⼟壌保全対策の推進
・⽔源林の基盤の整備、⽔源返還林等の⼟壌保全対策の実施など

（２）丹沢⼤⼭の保全・再⽣対策
・中⾼標⾼域におけるシカ管理の推進など

（３）⼿⼊れを要する⽔源林整備（県）
・契約期間が残る協定林等の整備、かながわ森林塾の実施など

（４）⼿⼊れを要する⽔源林整備（市町村等）
・契約期間が残る協定林の整備
契約期間が残る協定林の適切な管理、整備を実施

・私有林の確保・整備及び市町村有林の整備
⼿⼊れの必要な私有林の確保・整備及び市町村有林の整備を実施

第２章 森林関係事業 － ４ 20年間の取組 －
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（４）⼿⼊れを要する⽔源林整備（市町村等）（続き）
・集落周辺の⾥⼭林整備
集落周辺の⾥⼭林における特有の課題に対処しつつ、
危険⽊の伐採やヤブ化の解消などの整備を実施

・地域固有の課題に応じた森林整備等
市町村ごとの課題に応じた、森林の管理・整備を実施

（５）整備後に返還した⽔源林等の機能維持
・森林ＤＸの推進（環境林の状態把握）
・環境林における所有者による森林管理への⽀援など

（６）多様な林齢構成となる⼈⼯林整備
・間伐等森林の整備（契約期間が残る⻑期施業受委託森林の森林整備等）
・⽔源環境に配慮した植替えの実施
・伐採⽊・間伐材搬出への⽀援
・かながわ森林塾の実施（再掲）など

第２章 森林関係事業 － ４ 20年間の取組 －
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第３章 ⽔関係事業 － １ 施策⼤綱による成果と課題 －

■河川・⽔路の⾃然浄化対策
モニタリングの結果、⽔⽣昆⾍類の種類が増えることが確認され、⽣態

系の健全化が確認、また、事業実施箇所の上下流の⽔質を⽐較したところ、
⾃然浄化機能が向上している事例を確認

■河川・⽔路の⾃然浄化対策
モニタリングの結果、⽔⽣昆⾍類の種類が増えることが確認され、⽣態

系の健全化が確認、また、事業実施箇所の上下流の⽔質を⽐較したところ、
⾃然浄化機能が向上している事例を確認

■地下⽔の保全対策
県内地下⽔利⽤地域の地下⽔位は施策⼤綱策定時の⽔位を維持、有機

塩素系化合物などの汚染がある地域においては、地下⽔の⽔質が改善

■地下⽔の保全対策
県内地下⽔利⽤地域の地下⽔位は施策⼤綱策定時の⽔位を維持、有機

塩素系化合物などの汚染がある地域においては、地下⽔の⽔質が改善

■⽣活排⽔処理施設の整備促進
⽔源地域の市町村と連携し、下⽔道や合併処理浄化槽の整備など、県

内⽔源保全地域の⽣活排⽔対策を総合的に推進した結果、ダム集⽔域に
おける⽣活排⽔処理率は、施策開始前（2003（平成15）年度末）の
44.0％から76.7％（2023（令和５）年度末）に向上、ダム湖でのアオコの
異常発⽣が抑制

■⽣活排⽔処理施設の整備促進
⽔源地域の市町村と連携し、下⽔道や合併処理浄化槽の整備など、県

内⽔源保全地域の⽣活排⽔対策を総合的に推進した結果、ダム集⽔域に
おける⽣活排⽔処理率は、施策開始前（2003（平成15）年度末）の
44.0％から76.7％（2023（令和５）年度末）に向上、ダム湖でのアオコの
異常発⽣が抑制

＜成果＞
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■河川・⽔路の⾃然浄化対策
・整備対象河川等における未整備区間への対応
・機能不全となっている⾃然浄化施設の機能回復

第３章 ⽔関係事業 － １ 施策⼤綱による成果と課題 －

■地下⽔の保全対策
・地下⽔汚染対策やかん養対策、モニタリング等の継続
・地下⽔モニタリングの充実（PFAS対応等）

■⽣活排⽔処理施設の整備促進
・相模川⽔系・酒匂川⽔系への⽔質汚濁負荷対策
・県内ダム集⽔域の⽣活排⽔処理率の向上

＜課題＞
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第３章 ⽔関係事業 －２ 将来像 －

■⾃然浄化機能の⾼い河川・⽔路
河川や⽔路において、⽔辺の⽣態系を保全・再⽣することにより、⾃然浄

化機能を⾼め、環境と調和した持続的な⽔利⽤を⽬指します。

■地下⽔汚染のない⽔道⽔源地域と持続可能な地下⽔利⽤
地下⽔を⽔道⽔源として利⽤している地域において、地下⽔の適正な利⽤

と保全により、将来にわたり地下⽔利⽤や環境⾯に影響のない⽔位レベルを
維持し、持続的な⽔利⽤を⽬指します。また、地下⽔を⽔道⽔源として利⽤
している地域内において、地下⽔の⽔質が環境基準以下の数値となることを
⽬指します。

■ダム湖・河川への⽔質汚濁負荷の軽減
⽔道⽔源となるダム湖や河川への⽣活排⽔の流⼊を抑制し、⽔質汚濁負荷

を軽減することにより、⽔質を改善し、通常の浄⽔操作により⽔道原⽔とし
て安定的かつ持続的に利⽤できるようにします。
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第３章 ⽔関係事業 － 3 施策展開の⽅向性 －

（１）河川・⽔路における⾃然浄化機能の保全・再⽣
未だ整備がされていない河川等も残っていることから、引き続き、⾃然浄化

機能の保全・再⽣を進めていくことで、河川等の⽔質の更なる改善や⽣物多様
性の向上を図っていきます。
また、これまで整備した河川等についても、施⼯後の時間の経過とともに、

⼟砂が堆積するなどして機能不全となっている⾃然浄化施設もあることから、
浚渫等による機能回復の取組が必要です。

（２）地域主体の地下⽔保全対策の推進
これまでの取組を継続する必要があるほか、PFASによる地下⽔汚染への懸念

など、新たな課題にも適切に対応していく必要があります。
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第３章 ⽔関係事業 － 3 施策展開の⽅向性 －

（３）⽔道⽔源となるダム湖・河川への汚濁負荷軽減対策の推進
県⺠の主要な⽔がめであるダム集⽔域の⽣活排⽔処理率は76.7％にとどまっ

ており、都市地域に⽐べてダム集⽔域の⽣活排⽔処理施設の整備が遅れていま
す。良質な⽔道⽔源を保全するためには、県内ダム集⽔域を含む相模川⽔系・
酒匂川⽔系取⽔堰の県内集⽔域における⽣活排⽔処理施設の整備を⼀層促進す
る必要があります。
なお、施策⼤綱に位置付けた⽣活系⽔質汚濁負荷の軽減の取組のうち、県内

ダム集⽔域における下⽔道の整備促進について、施策⼤綱期間中（2026（令和
８）年度末まで）に計画・着⼿したもので⼯事が完了しないものについては、
それまでに積み⽴てられた⽔源環境保全・再⽣基⾦の中で、整備完了まで事業
を継続します。
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（１）河川・⽔路の環境整備
・河川・⽔路における⾃然浄化機能の向上
・河川・⽔路の⾃然浄化機能の保全

第３章 ⽔関係事業 － ４ 20年間の取組 －

（２）地下⽔の保全対策
・地下⽔かん養対策
・地下⽔汚染対策
・地下⽔モニタリング（地下⽔中のPFAS調査を含む）

（３）⽣活排⽔処理施設の整備
・合併処理浄化槽の整備促進
・⾼度処理型合併処理浄化槽の維持管理⽀援

かながわ⽔源環境保全・再⽣基本計画 (素案)
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第１ 現状と課題
第１章 本県における⽔資源と⽔利⽤
第２章 ⽔源環境保全・再⽣施策による成果と今後の課題

第２ 基本計画

第１章 ⽔源環境保全・再⽣の基本的考え⽅

第２章 森林関係事業

第３章 ⽔関係事業

第４章 ⽔源環境保全・再⽣を⽀える活動

第５章 ⽔源環境保全・再⽣を推進する仕組み
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⽔源環境の保全・再⽣に関する県⺠の理解を促進し、県⺠全体でその取組を
推進するため、⽔源地域と都市部住⺠との交流事業の実施や⽔源環境保全・再
⽣を⽀える活動に取り組む市⺠団体等への⽀援、県⺠参加の機会の創出に取り
組むことで、県⺠全体でかながわの⽔源環境を⽀えていく機運を醸成するとと
もに、今後の⼈⼝減少社会を⾒据えて、森林ボランティアなどを含めた新たな
担い⼿づくりなどにもつながることが期待できます。
また、相模川と酒匂川の上流は、それぞれ⼭梨県と静岡県にあることから、

引き続き、県域を越えた上流域対策に取り組むとともに、事業実施に伴う⾃然
環境の状況を把握しながら、施策の評価と⾒直しを⾏い、柔軟な施策の推進を
図るため、引き続き、順応的管理の考え⽅に⽴った計画の推進を図ります。

第４章 ⽔源環境保全・再⽣を⽀える活動

１ 都市部住⺠との交流
本県の⽔源環境は⽔源地域だけではなく、県⺠全体で⽀えていくべきもの

であるため、⽔源地域における⽔環境学習や都市部住⺠との交流を通じた⾥
⼭体験や⾥⼭林の整備など、多様な主体による⽔環境学習・地域交流の充実
強化を図ることで、都市部住⺠への⽔源施策に関する理解を促進します。
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第４章 ⽔源環境保全・再⽣を⽀える活動

３ 県外上流域との協働
■ 県域を越えた相模川⽔系全体の流域環境保全に向けて、引き続き、⼭梨県と
の協議を⾏い、⽔源かん養機能等を向上させるための森林整備など、県外上流
域の⾃治体等と連携した対策に取り組みます。

■ 相模川や酒匂川などにおいて市⺠と⾏政などが連携して取り組む流域環境保
全⾏動を促進し、県域を越えた河川の上下流、さらに⽔の利⽤関係で結ばれた
都市地域を含めた地域全体で河川の流域全体の環境保全を推進します。

２ 市⺠事業等の推進
■ 県⺠・ＮＰＯと⾏政や企業等との協働による取組を推進し、多様な主体によ
る⽔源環境の保全・再⽣を図るため、かながわの⽔源環境を守る活動を⾏う
地域団体やＮＰＯ等への⽀援を⾏います。

■ より多くの県⺠が森林や河川を⾝近に感じ、⽔源環境の保全の⼤切さを⾃分
ごととして捉える機会の創出の場として、県や市町村、企業等がそれぞれの役
割に応じて、誰もが参加できる森林づくり活動や植樹イベント、⽔環境学習な
どの取組を推進します。
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第４章 ⽔源環境保全・再⽣を⽀える活動

４ ⽔環境モニタリングの実施
順応的管理の考え⽅に基づき、望ましい⽔源環境づくりに向けて、実施する

施策の効果を測定するための調査を⾏うとともに、多様な⾓度から⽔環境全般
にわたるモニタリング調査を実施します。

かながわ⽔源環境保全・再⽣基本計画 (素案)
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第１ 現状と課題
第１章 本県における⽔資源と⽔利⽤
第２章 ⽔源環境保全・再⽣施策による成果と今後の課題

第２ 基本計画

第１章 ⽔源環境保全・再⽣の基本的考え⽅

第２章 森林関係事業

第３章 ⽔関係事業

第４章 ⽔源環境保全・再⽣を⽀える活動

第５章 ⽔源環境保全・再⽣を推進する仕組み
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⽔源環境の保全・再⽣には、⻑期にわたる継続的な取組が必要ですが、県⺠
の意志を基盤とし、県⺠に特別な負担を求めて施策を充実・強化するのであれ
ば、施策に県⺠の意志を反映し、県⺠に施策効果を明⽰すること、さらには施
策の⾒直しや⽴案、実施に県⺠⾃⾝も参加できる仕組みが必要です。

第５章 ⽔源環境保全・再⽣を推進する仕組み

○ 県⺠参加による⽔源環境保全・再⽣のための仕組み
施策の⽴案（plan）、事業の実施（do）、評価（check）、⾒直し（action）

の各段階において、県⺠の意志を反映し、県⺠が直接関わる仕組みとして創
設された県⺠会議を継続し、県⺠参加のもとで事業を推進します。


